
ＰＣＢを使用している電気機器（変圧器、コンデンサ、

蛍光灯安定器〈家庭用除く〉など）を保有している皆様は、

ＰＣＢ特別措置法などに基づく届出が必要です。あなた

が所属する事業所などで使用している電気機器や電気室、

キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器を点

検してください。

※北海道のホームページに電気機器等のメーカーの問い

合わせ窓口を掲載していますので参考としてください。

《ＰＣＢ含有廃電気機器等の処理について》

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/

pcbganyukiki.htm

点検の結果、ＰＣＢを使用していた（る）電気機器で届

出がされていない場合は、直ちに届出を行ってください。

なお、詳しくは、北海道までお問い合わせください。

問い合わせ先 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

（廃棄物管理グループ）緯０１１－２０４－５１９９

今年度から新しく、生後３か月～７か月児の保

護者を対象にしたわんぱく学級（育児学級）を開

催します。わんぱく学級では、子どもの身体と心

の育ち、親子遊び、病気や病院受診の方法、子ど

もと大人の食事などの講話を予定しています。

是非、気軽にご参加ください。参加費は無料です。

日 程 １１月１８日（水）、２５日（水）、

１２月２日（水）、９日（水）

場 所 認定こども園こどもの杜

子育て支援センター

持ち物 筆記用具

申込締切 １１月１６日（月）まで

※当日は託児がありますので申し込みの際にお

知らせください。人数が定員に満たない時に

は中止する場合があります。

申し込み・問い合わせ先

保健福祉課 健康医療グループ

緯７６－２１５１（内線332）

ＰＣＢを使用している電気機器等を使用
又は保管していないか点検してください！
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総務省・北海道・津別町（企画グループ 緯76－2151 内線241）

〈国勢調査コールセンター〉
■設置期間／平成27年8月24日から10月31日まで

■受付時間／午前8時～午後9時 (土・日・祝日にもご利用になれます)

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

※ナビダイヤルの通話料金は，一般の固定電話の場合，全国一律で市内通話料金でご利用

いただけます。携帯電話・PHSの場合は，それぞれ所定の通話料金となります。

※IP電話用電話番号の通話料金は，所定の通話料金となります。

※IP電話の場合
緯03-4330-2015

0570－07－2015

わんぱく学級に参加しませんか？

▼第３号被保険者である奥様へ

厚生年金や共済年金などに加入するご

主人に扶養されている奥様は、国民年金

の第３号被保険者です。保険料はご主人

の年金制度が負担しますので、奥様の名

前で個別に納める必要はありません。

しかし、ご主人の定年退職や仕事を辞

めた場合に注意が必要です。

▼変更手続きが必要な場合があります

第３号被保険者の立場はご主人あって

のもの。例えばご主人が60歳で定年退職

した場合、年金受給権があるご主人は年

金に加入する必要がなくなります。しか

し、奥様が60歳に満たない場合は、第３

号から第１号被保険者への変更手続きを

して保険料を納めなければなりません。

▼専業主婦の方が手続きを忘れがち

専業主婦の奥様の場合、この変更手続

きを忘れがちです。ご主人の定年だけで

はなく、ご主人が仕事を辞めたときも、ご

主人の国民年金への加入届けと共に、奥

様は第３号から第１号への変更届を役場

窓口に提出しましょう。

専業主婦の皆さん！ご存知ですか

年金ミニ知識
問い合わせ 戸籍・年金担当
緯76－2151 内線222、223

出産前後の世帯では、一般的な家庭と比べて支出が増えて

います。北海道では、対象となる方の経済的な負担を和らげ

るため、出産前後の家庭に対して臨時的な支援（商品券５,０００

円）を行います。

◇利用期間

平成２７年１０月１日（木）～平成２８年１月３１日（日）

◇取扱店

事前に登録された道内の店舗（ドラッグストア、コンビニエ

ンスストアなど）

◇給付対象の方

平成２７年１月１日～１２月３１日までの期間に「母子健康手

帳」を交付された方で、申請時に北海道内に居住している方

◇申請方法

「母子健康手帳」交付時に市区町村の各担当窓口より「商品

券交付申請書」封筒を受け取り、「申請書」を返信していた

だくことにより北海道内の取扱店でお使いいただける商品

券をお送りいたします（既に「母子健康手帳」の交付を受け

ている方は、各市区町村の担当窓口に「母子健康手帳」を提

示のうえ、「商品券交付申請書」をお受け取りください）。

※また、「商品券交付申請書」は、下記ホームページからダウ

ンロードすることができます（申請には別途送料がかかりま

す）。申請締切りは平成27年12月31日（当日消印有効）。

◇問い合わせ先

こんにちは赤ちゃん・プレママ臨時サポート事業事務局

緯０１１－３３０－８５２３ 受付時間：9:00～17:00（土・日・

祝日・年末年始を除く、平成２８年３月３１日（木）まで

ホームページ： http://www.heartful-premama-hkd.jp

んにちは ち ん
プ 時 ー 業

北海道運輸局北見運輸支局

http://www.tenken-seibi.com

『えっ本当！車に乗るのに
点検整備やってないの？』

～安全確保と環境保全は、

クルマの点検・整備が必要です～

自動車点検整備
推進運動実施中

＜強化実施期間＞

平成27年９月、10月の２か月間

平成２８年度から使用する義務教育学校の

中学校教科用図書の採択結果の公表について
平成２８年度から津別町で使用する中学校の教科用図書につ

いては、文部科学省からの通知に基づき、北海道第９地区（オ

ホーツク管内１８市町村）において選定を行ったものを、市町

村教育委員会が採択することとなっており、津別町において

は８月開催の教育委員会において、第９地区の選定どおり採

択されました。

なお、採択結果、採択理由、調査研究資料等については、

教育委員会事務局にて１０月末まで開示しておりますので、お

知らせいたします。また、第９地区における選定経過等につ

いては、網走市教育委員会管理課事務室において開示してお

りますので、併せてお知らせします。

問い合わせ先 津別町教育委員会生涯学習課学校教育グループ

緯７６－２１５１（内線272）


